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○ ○ ○ 1 委任状・使用印鑑届（様式Ｃ－６）
　委任状として使用する場合（代理人を設置する場合）は
Ａを、使用印鑑届として使用する場合（代理人を設置しな
い場合）はＢを選択してください。

○ ○ ○ 2 納税証明等申請書兼証明書＜写し可＞

・申請日前３か月以内のもの
（発行:川越市収税課及び各市民センター）
・申請する事業所の所在地が、川越市内の場合に提出して
ください。
・川越市契約課のホームページにある市指定様式により証
明を受けてください（川越市ホームページ＞事業者向け情
報＞入札のひろば＞入札参加資格＞登録・変更等＞建設工
事、設計・調査・測量、土木施設維持管理入札参加資格審
査用市指定様式（納税証明等申請書兼証明書））。
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyoshamuke/nyus
atsunohiroba/nyusatsusanka/entry/yousiki170301.html
・納税義務がある税目で未納がある場合、資格審査を受け
ることができません。
・証明書の記入方法等は、川越市ホームページ掲載の市指
定様式内の記入要領を参照してください。

○ － － 3 経営事項審査の総合評定値通知書の写し
　申請日現在有効なもので、複数ある場合は最新のもの。
（総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日から１年７
か月です。）

○ － － 4
建設業許可通知書の写し又は建設業許可
証明書＜写し可＞

　申請日現在で有効な全ての業種を含む許可通知書（証明
書）を提出してください。
　３と許可番号・許可区分（般・特）が違う場合は３に該
当する許可通知書（証明書）も添付してください。

○ － － 5
建設業許可申請書（様式第1号）及び営
業所一覧表（別紙二）の写し

・　申請日現在有効な全ての業種・許可区分（般・特）を
含む申請書類を提出してください。（新規・更新、業種追
加、般・特新規）
・　許可行政庁の受理印が押印されているもの。受理印が
表紙に押されている場合は表紙も必要です。
※　更新中の場合は、更新前の許可通知書（証明書）と更
新申請書（行政庁の受理印のある）の写しを提出してくだ
さい。
※　建設業許可の申請内容（商号・代表者・所在地・業
種・使用人等）に変更があった場合は建設業許可の変更届
出書（様式第22号の2）・廃業届（様式第22号の4）（行政
庁の受理印のある）の写しも提出してください。
※　電子申請により収受印が無い場合には、別冊２（共通書類
のページ）の注釈※１をご参照ください。

○ ○ ○ 6
事業所の写真・案内図
（様式Ｃ－１０）

・申請する事業所の所在地が、川越市内の場合に提出して
ください。
・写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるも
の）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚を
添付してください。
・案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載
してください。
・申請日から３カ月以内に撮影されたもの。
・白黒不可。

○ ― ― 7
個別状況報告書
（様式Ｄ－７）

・建設工事を申請する場合のみ提出が必要です。
・申請日現在の内容を記載してください。
・商号等は申請事業所の内容を記入してください。

○ ○ ○ 8
資本関係・人的関係調書
（様式Ｄ－８）

・令和５・６年度川越市競争入札参加資格者名簿登載者又は
追加申請希望者と、資本関係・人的関係がある場合のみ提出
が必要です。
・申請日現在の内容を記載してください。
・商号等は申請事業所の内容を記入してください。

○ ― ― 9
資格審査申請日時点で有効なISO９００
１の認証取得証の写し

・ISO９００１の認証を取得した事業者が対象です。
※ISO９００１を認証されていて共通書類としてその写しを提出
している場合は、提出する必要はありません。

○ ― ― 10
川越市との「災害時における応急復旧業
務に関する協定」の協定書の写し又は同
協定締結団体証明書

・川越市と「災害時における応急復旧業務に関する協定を
締結している団体に加盟し、応急復旧業務に協力すること
となっている事業者が対象です。

○ ― ― 11

資格審査申請日時点で有効なISO１４０
０１、埼玉県エコアップ認証制度又はエ
コアクション２１のいずれかの認証取得
証の写し

・ISO１４００１、埼玉県エコアップ認証制度又はエコアク
ション２１のいずれかの認証を取得した事業者が対象で
す。
※ISO１４００１を認証されていて共通書類としてその写しを提
出している場合は、提出する必要はありません。

３　川越市

書　類　名

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyoshamuke/nyus
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○ ― ― 12

女性技術者又は若手技術者（資格審査申
請日現在40歳未満)の技術者検定合格書
の写し及び健康保険被保険者証の写し等
性別、年齢及び直接雇用が確認できる書
類

【建設業法に規定する主たる営業所の所在地が、川越市内
の場合のみ対象】
・資格審査申請日現在において、建設業法第７条第２号及
び同法第１５条第２号に規定する専任の技術者（実務経験
によるものは除く。）になりえる女性技術者又は４０歳未
満の若手技術者を１人以上常勤雇用している事業者が対象
です。

○ ― ― 13
障害者雇用状況報告書の写し又は障害者
雇用の状況

【建設業法に規定する主たる営業所の所在地が、川越市内
の場合のみ対象】
・次の条件のいずれかを満たす事業者
ア．「障害者の雇用の促進等に関する法律」第４３条の規
定に基づく報告義務がある場合
　申請日直近の６月１日現在において雇用する障害者の数
が法定雇用障害者数以上であり、主たる営業所を管轄する公共

職業安定所に障害者の雇用に関する報告書の写しを提出した
事業者が対象です。
イ．「障害者の雇用の促進等に関する法律」第４３条の規定に基
づく報告義務がない場合
　申請日時点において障害者を１人以上雇用し、障害者雇用の
報告書を提出した事業者が対象です。
※障害者雇用状況報告書の写し又は障害者雇用の状況を共
通書類として提出している場合は、提出する必要はありませ
ん。

○ ― ― 14

「次世代育成支援対策推進法」に基づく
一般事業主行動計画策定・変更届（受理
印があるもの）の写し又は認定を受けて
いることがわかるものの写し

【建設業法に規定する主たる営業所の所在地が、川越市内
の場合のみ対象】
「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動
計画」を策定し、同法第１２条の規定による届出を厚生労
働大臣（労働局長）に提出した事業者（申請日現在におい
て当該一般事業主行動計画の計画期間中であること）、ま
たは、同法第１５条の２の規定に基づく厚生労働大臣（労
働局長）の認定を受けている事業者が対象です。

○ ― ― 15

「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」に基づく一般事業主行動計
画策定・変更届（受理印のあるもの）の
写し

【建設業法に規定する主たる営業所の所在地が、川越市内
の場合のみ対象】
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基
づく「一般事業主行動計画」を策定し、同法第８条の規定
による届出を厚生労働大臣（労働局長）に提出した事業者
（申請日現在において当該一般事業主行動計画の計画期間
中であること）が対象です。

○ ― ― 16
消防団協力事務所として認定されている
ことが確認できる書類

【建設業法に規定する主たる営業所の所在地が、川越市内
の場合のみ対象】
申請日現在において消防団協力事業所として認定されてい
る事業者が対象です。

○ ― ― 17 協力雇用主の登録に関する証明書の原本

【建設業法に規定する主たる営業所の所在地が、川越市内
の場合のみ対象】
申請日現在において法務省さいたま保護観察所として登録
されている事業者が対象です。

書　類　名

【 川越市提出書類 】の問合せ先
川越市 総務部 契約課 工事担当

ＴＥＬ：０４９－２２４－５６３２　　　ＦＡＸ：０４９－２２３－１７２６


